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2026年５月12日 

各 位 

会 社 名 北陸電気工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長   下坂 立正 

（コード番号 6989 東証スタンダード） 

問合せ先 執行役員管理本部長 金川 智久 

（TEL．    076－467－1111    ） 

 

 

 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の 

一部改訂および継続の件 

 

 

当社は、2008年６月27日開催の当社定時株主総会において、当社の株式の大規模買付

行為に関する対応策（以下、「原施策」といいます｡）を導入することにつき、株主の皆

様のご承認をいただき、同日付でこれを導入しております｡その後、2011年６月29日、

2014年６月27日、2017年６月29日、2020年６月26日および2023年６月29日開催の当社定

時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき継続しております（以下、現在継続

中の対応策を「現施策」といいます｡）｡ 

当社は、その後も社会、経済情勢の変化、買収への対応方針に関する議論の進展等を

踏まえ、現施策の継続の是非や内容について検討をした結果、2026年５月12日開催の当

社取締役会において、株主総会の決議による承認を条件として現施策を一部改定の上継

続する内容の当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）（以下、

「本施策」といいます。）を決定し、あわせて同対応方針の一部改定および継続に関する

承認議案を2026年６月26日開催予定の第92期定時株主総会に提出することを決定いたし

ましたのでお知らせします。 

 

現施策からの変更点は次のとおりです。 

① 独立委員会は、対抗措置の発動を勧告するにあたり、当該発動に関して事前に株主

意思の確認を得るべき旨の留保を付すことができる旨を明記しました。 

② その他文言等の形式的な見直しを行いました。 

当社取締役会の決議に当たっては、当社監査等委員である取締役４名（うち３名は社

外取締役）の全員が出席し、いずれの取締役も、本施策の具体的運用が適正に行われる

ことを条件として本施策に賛同する旨の意見を述べております。 

また、当社の大株主の状況は別紙１に記載のとおりであります｡ 
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第１ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針 

 

   当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの

財務および事業の内容や当社グループの企業価値の根源および当社のステークホ

ルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社グループの企業価値ひいては株主共同

の利益を持続的に確保し、向上していくことを可能とする者であることが必要で

あると考えております｡ 

 

   大規模買付者の行う大規模買付行為であっても、これを受入れて大規模買付行

為に応じるか否かの判断は、最終的には個々の株主の皆様の意思に委ねられるべ

きものと考えております｡ 

 

   大規模買付行為は、それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影

響を与えうるだけの支配権を取得するものであり、当社グループの企業価値ひい

ては株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内包しております｡近時の、わ

が国の資本市場においては、買収内容を判断するために必要な合理的な情報･期間

や、企業買収の対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意形成のプロセスを

経ることなく、突如として一方的に大規模買付行為を強行するといった動きがな

される可能性も決して否定できません｡ 

 

株主の皆様に対して当該大規模買付に関する十分な情報が提供されず株主の皆

様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものや、株主の皆様が当該大規模

買付の条件･方法等の検討を行ったり、当社取締役会が代替案の提案等を行うため

の十分な時間が確保されないものや、その他真摯に合理的な経営を行う意思が認

められないものなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大

規模買付行為もないとはいえません｡ 

 

   このような当社グループの企業価値または株主共同の利益に資さない大規模買

付者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、

当社は、このような者による大規模買付行為に対しては、大規模買付者による情

報提供、当社取締役会による検討･評価および株主の皆様のご判断等に必要な期間

を確保するとともに、当社グループの企業価値または株主共同の利益に対する明

白な侵害を防止するため、大規模買付行為に対する対抗措置を準備しておくこと

も、当社の取締役会としての責務であると考えております｡ 

 

第２ 基本方針の実現に資する取組み 
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１． 当社グループの事業運営の基本的な考え方 

      当社グループは、「Creating for the Future」をスローガンに掲げ、「誠実を

もって仕事に励もう」「責任を自覚しお互いに協力しよう」「良い製品をつくり社

会の発展に尽くそう」という創業以来の企業理念に基づき、品質と安全にこだわ

りながら社会に価値を提供してきました。「ものづくりを通じて未来を開くイノ

ベーションに挑戦し、心豊かな社会の発展に貢献します」というビジョンのもと、

これからも社会課題解決に寄与する製品を開発・提供してまいります。こうした

取り組みが、当社グループの企業価値を安定的かつ継続的に向上させ、ひいては

株主共同の利益の実現に資するものと考え、経営に邁進しております。 

また、大きく変動する事業環境に対応し、サステナビリティ経営基盤の強化を

図るとともに、ステークホルダーとの対話を重視してまいります。新たな価値の

創出に挑戦し続け、当社の価値を広く認めていただけるよう持続的な成長に努め

てまいります。 

 

２． 当社の重点施策 

  

（１） コア事業の進化 

抵抗器、センサ、モジュールの３つのコア事業について、市場ニーズにマッ

チした高付加価値製品の開発、環境や安心・安全に貢献する製品の提供、モビ

リティ分野の電動化ニーズを捉えたソリューションビジネスの展開などを通じ

てバランスよく着実な伸長を図ってまいります。 

併せまして、ＡＳＥＡＮ地域の生産体制拡充や成長著しいインドで駐在員事

務所を設立するなど、グローバルな販売・供給体制を強化してまいります。 

 

（２）新製品、新規事業の推進 

モビリティ分野やＧＸ／ＤＸなどの成長分野をターゲット市場に定め、社会

課題解決型の新製品開発を推進しております。 

また、電子部品デバイスとソリューションの新製品開発により、当社の強み

である「電子部品デバイス×実装×ソフト設計＝コア技術の融合によるソリュ

ーション製品」の拡大を目指してまいります。 

 

（３）経営基盤のさらなる強化 

サステナビリティ経営基盤の質向上とガバナンス体制を強化するとともに、

人的資本経営の推進を図ってまいります。 

当社グループにとって、企業価値を高めていくための源泉は人的資本である

と考えています。多様性にあふれた個性を活かし、一人ひとりが自律的に行動

できる力の醸成や自らの成長を通じて企業の発展に自主的に貢献できる環境を

整備することで、社員のウェルビーイング向上と新しい挑戦に取り組むことが
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できる文化の醸成を目指してまいります。 

 

 

第３ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み 

 

１．本施策の目的について 

   本施策は、特定株主グループの議決権保有割合を20%以上とすることを目的とす

る当社株券等（注１）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権

保有割合が20%以上となる当社株券等の買付行為（取引所金融商品市場における買

付け、公開買付け、その他具体的な買付方法の如何を問いませんが、当社取締役

会が予め同意したものを除きます｡以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」と

いい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます｡）が、当社グルー

プの企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、上記第１に記載した基本方針

（当社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を

いいます｡以下、同じとします｡）に沿って当社グループの企業価値を確保し、向

上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目的としております｡ 

ここに、特定株主グループとは、①当社株券等の保有者（注２）およびその共同

保有者（注３）、または②当社株券等の買付け等（注４）を行う者およびその特別

関係者（注５）をいい、議決権保有割合とは、特定株主グループが上記①の場合

においては、当該保有者の株券等保有割合（注６）をいい、特定株主グループが

上記②の場合においては当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等保有割

合（注７）の合計をいいます｡ 

 当社は、上記第１の基本方針に定めるとおり、当社グループの企業価値または

株主共同の利益に資さない大規模買付者は、当社の財務および事業の方針の決定

を支配する者として不適切であると考えております。そして、こうした不適切な

者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社

グループの企業価値または株主共同の利益に反する大規模買付行為を防止するた

めには、大規模買付者から株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供させる

こと、さらに、大規模買付者の提案する経営方針等が当社グループの企業価値に

与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供するこ

と、場合によっては当社取締役会が大規模買付行為または当社グループの経営方

針に関して大規模買付者と交渉または協議を行い、あるいは当社取締役会として

の経営方針等の代替的提案を株主の皆様に提示する等を可能とする枠組みが必要

不可欠であると判断しました。 

 かかる見解を具体化する施策として、大規模買付者が従うべき一定の情報提供

等に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）ならびに大規模買

付者が大規模買付ルールを遵守しない場合または大規模買付行為によって当社グ
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ループの企業価値が著しく毀損される場合に当社がとりうる対抗措置（以下、「大

規模買付対抗措置」といいます。）について、その要件および内容を予め設定する

に至ったものであります。 

 

（注１）金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます｡以下、同じとします｡ 

（注２）金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項にもとづき

保有者とみなされる者を含みます｡以下、同じとします｡ 

（注３）金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項にもと

づき共同保有者とみなされる者を含みます｡以下、同じとします｡ 

（注４）金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等の同項に規定する買付け等をい

い、取引所金融商品市場において行われるものを含みます｡以下、同じとします｡ 

（注５）金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます｡以下、同じと

します｡ 

（注６）金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます｡ 

（注７）金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等保有割合をいいます｡ 

 

２．本施策の内容について 

 

（１）本施策の概要 

  本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付ルール（下記（２））と、大規模

買付行為に対して当社がとりうる大規模買付対抗措置（下記（３））から構成され

ております｡ 

  本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株

主および当社取締役会による判断のための情報提供（下記（２）①）と、当社取

締役会による検討･評価等および株主の皆様のご判断に必要な期間の付与（下記

（２）②）を要請しております｡ 

  次に、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動に先立ち、（i）当社の経営陣

からの独立性を有する当社の社外取締役および社外有識者から構成される独立委

員会（以下、「独立委員会」といいます｡）を設置し、（ii）独立委員会に対して大

規模買付対抗措置の発動の是非等について諮問し、（iii）独立委員会による勧告を

最大限尊重したうえで、（iv）大規模買付対抗措置を発動するか否かを判断するこ

ととしており（下記（２）③および（３）③）、当社取締役会による恣意的な対抗

措置の発動を防止するための仕組みを確保しております。なお、当社取締役会は、

独立委員会が大規模買付対抗措置を発動すべき旨を勧告するにあたり当該発動に

関して事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、または当社取締

役会が株主の皆様の意思を確認することが適切であると判断した場合には、株主

意思確認のための株主総会（以下、「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、

株主の皆様の意思を確認したうえで、その結果を踏まえ、具体的な大規模買付対
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抗措置を発動するものといたします。 

また、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動要件を大規模買付者が大規

模買付ルールを遵守しない場合または大規模買付行為によって当社グループの企

業価値もしくは株主共同の利益が著しく毀損される場合に限定することといたし

ました（下記（３）②）｡ 

    なお、本施策に従って大規模買付対抗措置を機動的に実施するため、新株予約

権の発行登録を行う場合があります｡ 

    本施策は、2026年６月26日開催予定の当社第92期定時株主総会において本施策

に株主意思を最大限反映させるべく、議案として諮り、本施策に関する株主の皆

様の承認が得られることを条件に継続するものとします。 

 

（２）大規模買付ルール 

① 取締役会に対する情報提供 

大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、当社株主の

皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報を書

面で提供していただきます｡これは、当該大規模買付行為に関し、株主の皆様が適

切な判断を行い、かつ、当社取締役会が適切な検討･評価を行うことを目的として

おります｡ 

 具体的には、大規模買付者には、大規模買付行為を行おうとする場合には、当社

代表取締役宛に、大規模買付者の名称または商号、主たる事務所または本店の所在

地、代表者の氏名、国内連絡先、設立準拠法（外国法人の場合）および提案する大

規模買付行為の概要（大規模買付者が大規模買付行為により取得を予定する当社株

券等の種類および数、ならびに大規模買付行為の目的の概要（支配権取得もしくは

経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為後の当社の株券等の第三者へ

の譲渡等、または重要提案行為等（注８）を行うことその他の目的がある場合には

その旨および概要｡なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきま

す｡）を含みます｡）を明示し、大規模買付ルールを遵守する旨の法的拘束力のある

誓約文言等を含む日本語で記載された大規模買付意向表明書（以下、「意向表明書」

といいます｡）を提出していただきます｡なお、当社は、大規模買付行為の提案があ

った事実について、適切かつ速やかに開示します｡ 

 これに対し、当社取締役会は、かかる意向表明書の受領後10営業日（注９）以内

に、大規模買付者に対し、大規模買付者において意向表明書に補充して提供いただ

きたい情報のリストを、適宜回答期限（原則として60日を上限とします｡）を定め

た上で意向表明書記載の国内連絡先宛に送付いたします｡補充して提供していただ

くことを予定している情報の一般的事項は、次の各号のとおりです｡なお、大規模

買付者が、次に掲げる情報の一部について提供できない場合には、当社は、大規模

買付者に対して、当該情報を提供できない理由を具体的に示していただくよう求め

ます｡ 
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（注８） 金融商品取引法第27条の26第１項に規定する重要提案行為等をいいます｡以下、同

じとします｡ 

（注９） 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日を

いいます｡以下、同じとします｡ 

 

（ａ）大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます｡）の

概要（沿革、役員構成、主要業務、主要株主、グループ組織図、直近３

年間の有価証券報告書またはこれに相当する書面、連結財務諸表を含み

ます｡） 

（ｂ）大規模買付行為の目的（意向表明書において開示していただいた目的の

具体的内容）および具体的内容（大規模買付行為の適法性に関する意見

を含みます｡） 

（ｃ）大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます｡）の

株券等保有割合、保有株券等の数および直近６ヶ月間の当社株券等の買

付状況 

（ｄ）大規模買付行為における当社株券等の買付価格の算定根拠、取得資金の

裏付け、ならびに資金調達の具体的内容および条件 

（ｅ）大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます｡）が

当社グループの経営権を取得した場合における、経営方針、経営計画、

事業計画、財務政策、資本政策、配当政策、経営権取得後３年間の経営･

財務諸表の目標数値および算出根拠、ならびに役員候補者およびその略

歴 

（ｆ）大規模買付行為に係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます｡）と

当社グループの主要取引先との間の従前の取引関係および競合関係 

（ｇ）大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当

社グループの役割 

（ｈ）当社グループの従業員、主要取引先、顧客、地域社会その他の当社グル

ープの利害関係者との関係について、大規模買付行為実行後に予定する

変更の内容 

（ｉ）現金以外の対価をもって大規模買付行為を行う場合における対価の価額

に関する情報 

（ｊ）大規模買付者が提供する情報を記載した書面の記載内容が重要な点にお

いて真実かつ正確であり、重要な事実につき誤解を生ぜしめる記載また

は記載の欠落を含まない旨の、責任者による宣誓 

（ｋ）純投資または政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模

買付行為の後の株券等の保有方針、売買方針その他の投下資本回収方針

および議決権の行使方針ならびにそれらの理由 

（ｌ）重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合または大
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規模買付行為の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該

重要提案行為等の目的、内容、必要性および時期ならびにいかなる場合

において当該重要提案行為等を行うかに関する情報 

（ｍ） 大規模買付行為後、当社の株券等をさらに取得する予定がある場合に

は、その旨および理由 

（ｎ）大規模買付行為後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合に

は、その旨および理由 

（ｏ）大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場

合には、その目的および内容ならびに当該第三者の概要 

（ｐ）当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

 

大規模買付者には、当社取締役会が送付した情報リストに従い、意向表明書を補

充する情報を、書面にて提出していただきます｡大規模買付者が提供した情報がなお

不十分であると認められる場合は、当社取締役会が、大規模買付者に対し、十分な

情報が揃うまで追加的に情報の提供を求めることがあります｡ 

ただし、当社取締役会が大規模買付者に対して請求することができるのは、当該

大規模買付行為の是非に関し、株主が適切な判断を行い、当社取締役会が適切な検

討･評価を行うために必要かつ十分な範囲に限定されるものといたします｡また、大

規模買付者が提出した意向表明書およびこれを補充する情報（以下、「大規模買付者

提供情報」といいます｡）は、株主の皆様の判断に必要かつ適切と認められる範囲に

おいて、必要かつ適切と認められる時点で、その全部または一部を開示いたします｡ 

また、当社取締役会は、独立委員会に諮問のうえ、大規模買付者による大規模買

付提供情報の提供が完了したと判断した場合には、その旨を大規模買付者に通知

（以下、「情報提供完了通知」といいます｡）するとともに、速やかにその旨を開示

いたします｡ 

② 株主の皆様のご判断ならびに取締役会における検討および評価 

 次に、大規模買付者には、上記①にもとづく情報提供完了通知を当社が行った日

から、大規模買付行為の評価の難易度に応じて、最大60日間（大規模買付行為が、

対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または最大90

日間（その他の大規模買付行為の場合）（以下、「取締役会評価期間」といいます｡）

が経過するまでは、大規模買付行為を行わないこととしていただきます｡これは、

株主共同の利益のため、当社取締役会に、大規模買付者提供情報の検討および評価、

大規模買付者との交渉および協議、大規模買付行為に関する意見形成、株主の皆様

に対する代替的提案の作成および提示等を行うことを可能とし、また、株主の皆様

が適切に判断する期間を確保するためです｡なお、下記③（ｃ）に記載する場合に

は、独立委員会は、当社取締役会に対し取締役会評価期間を最大30日間延長するこ

とを勧告できるものとし、当社取締役会は、原則として従うものとします｡また、

当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合には、決議された具体的延
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長期間および当該延長期間が必要とされる理由を速やかに開示いたします｡ 

 当社取締役会は、取締役会評価期間（延長された場合の延長期間を含みます｡以

下同じとします｡）中、外部専門家等の助言を受けながら、大規模買付者提供情報

の検討および評価を行い、当該大規模買付行為または当該大規模買付者の提案に係

る経営方針等に関して、下記③の独立委員会の勧告を最大限尊重し、大規模買付対

抗措置の発動の是非について決議します｡また、必要に応じ、大規模買付者との間

で大規模買付行為に関する条件改善について交渉および協議を行い、当社取締役会

として、株主の皆様に対して当社グループの経営方針等についての代替的提案を提

示することもあります｡ 

③独立委員会の設置･勧告等 

 当社は、本施策の導入にあたり、当社取締役会の判断の客観性および合理性を担

保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している者から構成される独立

委員会を設置いたします（独立委員会規則の概要につきましては、別紙３をご参照

ください｡）｡ 

 独立委員会の委員は３名以上５名以下とし、公正で中立的な判断を可能とするた

め、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役または社外有

識者の中から選任します｡なお、本施策の導入にあたって予定している独立委員会

の委員の氏名および略歴は、別紙４「独立委員会委員の略歴」に記載のとおりであ

ります｡ 

 当社取締役会が情報提供完了通知を行うにあたっては、独立委員会に対し、大規

模買付者提供情報が十分か否かを諮問するものといたします｡また、当社取締役会

が具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、当社取締役会の判

断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会に対し、大規模買付者提供情

報および取締役会による評価および分析結果を提供のうえ、当社取締役会が決議し

ようとする具体的な大規模買付対抗措置について、その発動の是非を諮問するほか、

当社取締役会としての代替的提案の内容が相当か否か、その他当社取締役会が判断

すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問すべきと判断した事項を諮問

するものといたします｡独立委員会は、当社取締役会の諮問にもとづき、取締役会

による評価、分析結果ならびに外部専門家の意見を参考にし、また判断に必要と認

める情報等を必要に応じて外部の第三者からみずから入手、検討して、以下の手続

きに従い、当社取締役会に対する勧告を行うものといたします｡ 

（ａ）大規模買付対抗措置の発動を勧告する場合 

 独立委員会は、大規模買付者による大規模買付行為が下記（３）②に定め

る発動要件のいずれかに該当し、大規模買付対抗措置を発動することが相当

であると判断した場合には、当社取締役会に対して、原則として大規模買付

対抗措置の発動を勧告いたします｡なお、独立委員会は、かかる勧告につい

て、株主意思確認総会を経るべき旨の留保を付すことができます。 

      ただし、独立委員会は、いったん大規模買付対抗措置の発動を勧告した後
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も、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合、または当該勧告の判断

の前提となった事実関係等に変動が生じた等の事情により、大規模買付対抗

措置の発動が適切でないと独立委員会が判断した場合には、大規模買付対抗

措置の停止または変更の勧告を行うことがあります｡ 

（ｂ）大規模買付対抗措置の不発動を勧告する場合 

 独立委員会は、大規模買付者の大規模買付行為の内容の検討の結果、大規

模買付者による大規模買付行為が下記（３）②に定める発動要件のいずれに

も該当しないか、または該当しても大規模買付対抗措置を発動することが相

当でないと判断した場合には、当社取締役会に対して、大規模買付対抗措置

の不発動を勧告いたします｡ 

 ただし、独立委員会は、いったん大規模買付対抗措置の不発動を勧告した

後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付

者による大規模買付行為が下記（３）②に定める発動要件のいずれかに該当

すると判断し、大規模買付対抗措置を発動することが相当であると判断する

に至った場合には、大規模買付対抗措置を発動することの新たな勧告を含む

判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものといたします｡

なお、独立委員会は、かかる勧告について、株主意思確認総会を経るべき旨

の留保を付すことができます。 

（ｃ）取締役会評価期間の延長を行う場合 

 独立委員会は、独立委員会が取締役会評価期間内に上記（ａ）または（ｂ）

に記載する勧告を行うことができない等の理由により、当社取締役会が取締

役会評価期間内に大規模買付対抗措置の発動または不発動の決議を行えない

と判断した場合には、当社取締役会に対し、30日間を上限として、当該大規

模買付行為の評価または検討、大規模買付者との交渉および協議等に必要と

判断される合理的な範囲で取締役会評価期間を延長すること、当該延長期間

内に独立委員会が行う大規模買付対抗措置に係る勧告を受けたうえで大規模

買付対抗措置の発動または不発動の決議を行うこと等を勧告できるものとい

たします｡ 

（３）大規模買付対抗措置 

①大規模買付対抗措置の内容 

 大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続きに従うことなく大規模買付行為

を行った場合等、下記②に述べる一定の大規模買付対抗措置の発動要件をみたす場

合は、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重し、新株予約権の発行等、

会社法その他の法令および当社定款によって認められる相当な大規模買付対抗措置

を決議することができるものといたします｡ 

 具体的な大規模買付対抗措置として株主の皆様に対する無償割当ての方法によっ

て新株予約権を発行する場合の概要は、別紙２「新株予約権の概要」に定めるとお

りといたします｡この新株予約権には、一定割合以上の議決権保有割合の特定株主
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グループに属さないこと等の行使条件および当社が特定株主グループ以外の者から

当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項を付する場合があります｡ 

②大規模買付対抗措置の発動の要件 

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるの

は、次の各号に定める要件を具備する場合に限るものといたします｡ 

（ａ）大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出することなく大規模買付行

為を行った場合、大規模買付者が当社の求める情報を提供することなく大規

模買付行為を行った場合、大規模買付者が取締役会評価期間が経過する前に

大規模買付行為を行った場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを遵

守しなかった場合は、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動を決議す

ることができるものといたします｡ 

（ｂ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会が、大規

模買付者提供情報の内容を検討･評価した結果、当該大規模買付行為に反対の

意見を有するに至ったときでも、当該大規模買付行為につき反対意見を表明

し、または当社グループの経営方針等について当社取締役会としての代替的

提案を提示することはあっても、原則として大規模買付対抗措置の発動を決

議しないものといたします。 

    ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、大

規模買付行為が当社グループの企業価値または株主共同の利益を著しく毀損

すると判断されたときは、原則として当社取締役会は相当な大規模買付対抗

措置の発動を決議するものといたします｡具体的には、次の各号のいずれかの

類型に該当する場合には、当社グループの企業価値または株主共同の利益を

著しく毀損する大規模買付行為に該当するものと考えます｡ 

 

ⅰ．当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、真に会社経営に参加する

意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株券等を会社関係者

に引取らせることにある場合（いわゆるグリーンメイラーの場合） 

ⅱ．当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として当社グループの

事業経営上必要な不動産、動産、知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、

主要取引先、顧客等その他の当社グループの資産を当該大規模買付行為に

係る特定株主グループ（大規模買付者を含みます｡）に移譲させること（い

わゆる焦土化経営）にある場合 

ⅲ．当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として当社グループの

資産の全部または重要な一部を当該大規模買付行為に係る特定株主グルー

プ（大規模買付者を含みます｡）の債務の担保や弁済原資として流用するこ

とにある場合 

ⅳ．当該大規模買付行為または当社グループの経営権取得の目的が、主として

会社経営を一時的に支配して、当社グループの所有する不動産、有価証券
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等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当

をさせるか、または一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株券

等の高値売抜けをすることにある場合 

ⅴ．最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件

を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行うなど、当社

株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要するおそれのある買付行為であ

る場合 

ⅵ．大規模買付者による支配権取得および支配権の取得後における当社の顧客、

従業員その他の利害関係者の処遇方針等により、当社株主の皆様はもとよ

り、顧客、取引先、従業員その他の利害関係者の利益を含む当社グループ

の企業価値を著しく毀損するおそれがあるまたは当社グループの企業価値

の維持および向上を妨げる重大なおそれがあると客観的、合理的な根拠を

もって判断される場合 

ⅶ．買付条件（対価の価額･種類、買付時期、買付方法の適法性、買付実行の実

現可能性、買付後における当社従業員、取引先、顧客その他の利害関係者

の処遇方針等を含みます｡）が当社グループの企業価値の本質に鑑み著しく

不十分または不適当な買付けである場合 

 

③  大規模買付対抗措置の発動の手続 

 当社取締役会が、上記②の具体的な大規模買付対抗措置の発動の是非を決議する

にあたっては、当社取締役会の判断の客観性および合理性を担保するため、外部専

門家の助言も受けつつ、独立委員会の意見、勧告を最大限尊重し、その勧告をふま

えて当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上という観点

から、以下の手順により大規模買付対抗措置の発動または不発動の決議を行うもの

とします｡なお、当社取締役会は、独立委員会が大規模買付対抗措置を発動すべき旨

を勧告するにあたり当該発動に関して事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を

付した場合、または当社取締役会が株主の皆様の意思を確認することが適切である

と判断した場合には、株主意思確認総会を招集し、株主の皆様の意思を確認したう

えで、その結果を踏まえ、具体的な大規模買付対抗措置を発動するものといたしま

す。株主意思確認総会の招集手続および議決権行使方法は、法令および当社定款に

基づく定時株主総会または臨時株主総会の招集手続および議決権行使方法に準ずる

ものとします。また、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動または不発動の

決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項につ

いて、速やかに開示いたします｡ 

 

（ａ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していない場合、

大規模買付対抗措置を発動すべき旨の独立委員会による勧告を最大限尊重の



 

13 
 

うえ、原則として大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものと

いたします｡ただし、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していないこと

が客観的に明白であり、独立委員会による勧告が行われた後に大規模買付対

抗措置を発動することとすると当社グループまたは当社株主の皆様に著しい

不利益が生じる場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告がなくても、

大規模買付対抗措置を決議することができるものといたします｡ 

（ｂ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、原則と

して大規模買付対抗措置の発動を決議しないものとしますが、独立委員会に

より、大規模買付行為が上記②（ｂ）各号の発動要件に該当し、大規模買付

対抗措置を発動することが相当であるとして大規模買付対抗措置を発動すべ

き旨の勧告がなされたときは、その勧告を最大限尊重のうえ、原則として大

規模買付対抗措置の発動を決議するものといたします｡ただし、その場合でも

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上という観

点から大規模買付対抗措置を発動することが相当でないと当社取締役会が判

断した場合は、大規模買付対抗措置を発動しないこともあります｡ 

 また、当社取締役会は、いったん大規模買付対抗措置の発動の決議をした後

または発動後においても、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合、ま

たは当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた等の事情により、

大規模買付対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、

独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付対抗措置の停止または

変更を行うことがあります｡具体的には、例えば、大規模買付対抗措置として新

株予約権の無償割当てを実施する場合において、権利の割当てを受けるべき株

主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行う等、

大規模買付対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、

当該新株予約権の効力発生日までの間は、新株予約権の無償割当てを中止し、

または新株予約権の無償割当ての効力発生後においては、行使期間開始日の前

日までの間は、当社が新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて新

株予約権を取得することがあります｡このような大規模買付対抗措置の停止また

は変更を行う場合には、当社取締役会は、独立委員会が必要と認める事項とと

もに速やかに情報を開示いたします｡ 

 なお、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為

に関する条件改善について交渉および協議を行い、当社取締役会として、株主

の皆様に対し、当社グループの経営方針等についての代替的提案を提示するこ

ともあります｡ 

（４）本施策の有効期間ならびに廃止および変更 

   本施策は、2026年３月末日までの事業年度に係る当社第92期定時株主総会（2026

年６月26日開催予定。）において議案として諮り、出席株主の皆様の議決権の過半数
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の賛成をもってご承認いただくことを条件に現施策から更新のうえ継続されるもの

であり、その有効期間は2029年６月に開催予定の定時株主総会終結の時までとしま

す｡ 

 また、本施策の有効期間満了前であっても、当社グループの企業価値ひいては株

主共同の利益確保または向上の観点から、関係法令の整備等の状況をふまえ、本施

策を株主総会からの委任の趣旨に反しない範囲で当社取締役会において随時修正･見

直し（本施策に関する法令･金融商品取引所の定める規則等の新設または改廃が行わ

れ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由によ

り字句の修正を行うのが適切である場合その他当社株主の皆様に不利益を与えない

場合を含みます｡）をしたうえで、当社取締役会において本施策を廃止もしくは変更

する旨の決議が行われた場合、または当社の株主総会において本施策を廃止もしく

は変更する旨の決議が行われた場合には、本施策は廃止または変更されるものとい

たします｡ 

 なお、当社は、本施策を廃止または変更した場合、速やかにその旨を開示いたし

ます｡ 

（５） 法令の改正等による修正 

 本施策で引用する法令の規定は、2026年５月12日現在施行されている規定を前提

としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会に

おいて、当該新設または改廃の趣旨を考慮のうえ、上記各項に定める条項ないし用

語の意義等を適宜合理的な範囲内で読替えることができるものといたします｡ 

 

３．本施策が株主および投資家の皆様に及ぼす影響について 

（１）大規模買付ルールが株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

 大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべき

ルールを定めたものにとどまり、その導入･継続時において新株予約権その他の株券

等を発行するものではありませんので、株主および投資家の皆様の権利･利益に影響

を及ぼすものではありません｡ 

 大規模買付ルールは当社株主の皆様が、必要かつ十分な情報をもって大規模買付

行為について適切な判断をすることを可能とするためのものであり、当社の株主共

同の利益に資するものと考えます｡ 

なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、大規模買付行為

に対する当社の対応が異なる可能性がありますので、株主および投資家の皆様にお

かれましては、大規模買付者の動向にご注意ください｡ 

（２） 大規模買付対抗措置の発動が株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

 大規模買付対抗措置を発動した場合でも、当該大規模買付行為に係る特定株主グ

ループの株主には、その法的権利または経済的利益に損失を生ぜしめる可能性があ

りますが、それ以外の株主の皆様の法的権利または経済的利益には格別の損失を生
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ぜしめることは想定しておりません｡当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決

議した場合は、法令および金融商品取引所の定める規則に従って、適時に適切な開

示を行います｡ 

 大規模買付対抗措置として株主の皆様に対する無償割当ての方法によって新株予

約権の発行がなされる場合は、当社取締役会で定めて公告する基準日における最終

の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その所有株式数に応じて新

株予約権が割当てられますので、名義書換未了の株主の皆様には、当該基準日まで

に名義書換を完了していただく必要があります｡また、新株予約権の行使に際しては、

株主の皆様には、新株を取得するために、所定の期間内に一定の金額の払込みを行

っていただく必要があり、かかる手続きを行わない場合は、当該株主の皆様の議決

権保有割合が希釈化することになります｡ただし、当社が新株予約権を取得し、これ

と引換えに当社株式を交付することができるとの取得条項が定められた場合におい

て、当社が取得の手続きをとったときは、取得の対象となる新株予約権を保有する

株主は金銭を払い込むことなく当社株式を受領することになります（なお、この場

合、かかる株主には、別途、特定株主グループに属する者でないこと等を誓約する

当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります｡）｡ 

 なお、上記２．（３）③（ｂ）で述べているとおり、当社は、例えば、大規模買付

対抗措置として新株予約権の無償割当てを実施する場合において、権利の割当てを

受けるべき株主が確定した後において、大規模買付者が大規模買付行為の撤回また

は変更を行う等、大規模買付対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断し

た場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当該新株予約権の効力発

生日までの間は、新株予約権の無償割当てを中止し、または新株予約権の無償割当

ての効力発生後においては、行使期間開始日の前日までの間は、当社が新株予約権

者に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります｡こ

れらの場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、新株予約権

の無償割当ての対象となる株主が確定した後に１株当たりの株式の価値の希釈化が

生じることを前提にして売却等を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の

損害を被る可能性があります｡ 

 

第４． 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 

 

１． 基本方針の実現に資する取組み（上記第２の取組み）について 

 第２に記載した企業価値向上のための取組みは、当社グループの企業価値ひい

ては株主共同の利益を持続的に確保し、向上させるための具体的方策として策定

されたものであり、基本方針の実現に資するものです。したがって、これらの取

組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 
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２． 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み（上記第３の取組み）について 

 

（１）本施策が基本方針に沿うものであること 

      本施策は、上記第１の基本方針に記載のとおり、大規模買付者に株主の皆様の

判断に必要かつ十分な情報を提供させること、さらに、大規模買付者の提案す

る経営方針等が当社グループの企業価値に与える影響を当社取締役会が検討･評

価して株主の皆様の判断の参考に供すること、場合によっては、当社取締役会

が大規模買付行為または当社グループの経営方針等に関して大規模買付者と交

渉または協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替的提案

を株主の皆様に提示する等を可能とすることにより、当社グループの企業価値

ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるための枠組みであり、当社の基

本方針に沿うものです｡ 

 

（２）本施策が株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないこと 

当社は、以下の理由から、本施策は、当社の株主共同の利益を損なうものでは

なく、また当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えており

ます｡ 

① 企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上の目的 

     上記第３－１．で述べたとおり、本施策は、株主の皆様が大規模買付行為に応

じるか否かについての適切な判断をすることを可能とするため、かつ、当社グル

ープの企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大

規模買付者が従うべき大規模買付ルール、ならびに当社が発動しうる大規模買付

対抗措置の要件および内容を予め設定するものであり、当社グループの企業価値

ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的とするものです｡ 

     また、上記第３－２．（２）で述べた大規模買付ルールの内容ならびに上記第３

－２．（３）で述べた大規模買付対抗措置の内容および発動要件は、当社グルー

プの企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上という目的に照らして合

理的であり、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保または向上

に資するような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考えます｡ 

② 事前開示 

     本施策における大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内容お

よび発動要件は、いずれも上記第３－２．において具体的かつ明確に示したとこ

ろであり、株主、投資家の皆様および大規模買付者にとって十分な予見可能性を

与えるものであると考えます｡ 

③ 株主意思の反映 

     上記第３－２．（４）「本施策の有効期間ならびに廃止および変更」で述べたと
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おり、本施策は、2026年６月26日開催予定の当社第92期定時株主総会に議案と

して提出し、出席株主の皆様の議決権の過半数の賛成を得られることを条件に現

施策から更新のうえ継続されるものです。また、上記第３－２．（３）③に記載

のとおり、所定の場合には、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動の先立

ち、株主の皆様のご意思を確認するために、株主意思確認総会を招集し、大規模

買付対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくことがで

きるものとしております。さらに、本施策は有効期間満了前であっても、株主総

会または当社取締役会の決議によって、廃止または変更することができます｡ 

     したがって、本施策に係る判断には、株主の皆様の意思が反映されるものと考

えております｡ 

④ 取締役会の判断の客観性･合理性の確保 

本施策においては、上記第３－２．（３）②のとおり、大規模買付対抗措置の

発動の要件として、客観的かつ明確な要件を定めており、発動の要件に該当する

か否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的に排除してお

ります｡ 

     また、本施策においては、上記第３－２．（３）③のとおり、大規模買付対抗措

置の発動の手続として、当社取締役会から独立した独立委員会の勧告を最大限尊

重するものとし、当社取締役会の恣意的な判断を排除しております｡ 

     したがって、本施策においては、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を

決議するにあたり、その判断の客観性･合理性を担保するための十分な仕組みが

確保されているものと考えます｡ 

⑤ 買収への対応指針の要件を完全に充足していること 

     本施策は、経済産業省および法務省が2005年５月27日に公表した「企業価値･

株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三

原則（（ａ）企業価値･株主共同の利益の確保･向上の原則、（ｂ）事前開示･株主

意思の原則、（ｃ）必要性･相当性確保の原則）ならびに経済産業省が2023年8月

31日に発表した「企業買収における行動指針－企業価値の向上と株主利益の確保

に向けて－」の定める３つの原則（企業価値・株主共同の利益の原則、株主意思

の原則、および透明性の原則）を完全に充足しております｡また、本施策は企業

価値研究会が2008年６月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収

防衛策の在り方」および経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収にお

ける行動指針－企業価値の向上と株主利益の確保に向けて－」の内容その他買収

への対応方針に関する議論等を踏まえた内容となっております｡ 

⑥ デッドハンド型やスローハンド型の買収への対応方針ではないこと 

     上記第３－２．（４）の「本施策の有効期間ならびに廃止および変更」に記載し

ましたとおり、本施策は、当社取締役会により廃止することができるものとされ

ており、当社の株券等を大量に買付けた者が指名し、株主総会で選任された取締

役により廃止することができるものとされており、いわゆるデッドハンド型（取
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締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できないもの）ではあ

りません｡また、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本施策は、

いわゆるスローハンド型（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができない

ため、その発動を阻止するのに時間を要するもの）でもありません｡ 

以 上 
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別紙１ 

当社株式の状況（2026年３月31日現在） 

発行可能株式総数 25,000,000 株 

発行済株式総数 8,450,099 株 

株主数 6,345 名 

 

大株主の状況 

順位 株 主 名 
当社への出資状況 

持 株 数 持 株 比 率 

１ 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク    1,027千株     13.10％ 

２ 北 電 工 取 引 先 持 株 会      472      6.02 

３ 
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN 

(CASHPB) 
     382      4.87 

４ 北 電 工 従 業 員 持 株 会      350      4.47 

５ 株 式 会 社 北 陸 銀 行      301      3.84 

６ 株 式 会 社 北 國 銀 行      158      2.02 

７ 前 田 建 設 工 業 株 式 会 社      149      1.91 

８ 株 式 会 社 富 山 銀 行      139      1.78 

９ コ ー セ ル 株 式 会 社      112      1.44 

10 DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO      112      1.43 

 

（注） １．株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております｡ 

２．当社は自己株式604千株を所有しておりますが、上記大株主から除外しております｡ 

３．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（604千株）を除いて計算しております｡ 

以 上 
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別紙２ 

新株予約権の概要 

 

１．新株予約権付与の対象となる株主およびその割当条件 

 当社取締役会で定めて公示する基準日における最終の株主名簿に記載または記録

された株主に対し、その所有株式（ただし、当社の保有する当社普通株式を除く｡）

１株につき１個の割合で新株予約権を割当てる｡ 

２．新株予約権の目的となる株式の種類および数 

 新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的とな

る株式の総数は当社取締役会で定めて公示する基準日における当社発行可能株式総

数から当社普通株式の発行済株式（当社の保有する当社普通株式を除く｡）の総数

を減じた株式数を上限とする｡ 

 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は１株とする｡ただし、当社が株式

分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする｡ 

３．割当てる新株予約権の総数 

 割当てる新株予約権の総数は、当社取締役会が別途定める数とする｡当社取締役

会は、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある｡ 

４．新株予約権の払込金額 

 無償とする｡ 

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１ 円以上で当社取締役

会が定める額とする｡ 

６．新株予約権の譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、当社の承認を要するものとする｡ 

７．新株予約権の行使期間等 

 新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会に

おいて別途定めるものとする｡ 

８．新株予約権の行使条件 

 ①特定大量保有者（注１）、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者

（注２）、④特定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤これらの①ないし④の者か

ら新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、ま

たは⑥これら①ないし⑤に該当する者の関連者（注３）（以下、「非適格者」といい

ます｡）は、新株予約権を行使することができないものとする｡その他新株予約権の

行使条件の詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする｡ 

９．取得条項 

 当社は、新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が新株予約

権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が

別途定める日において、全ての新株予約権を無償で取得することができるものとす
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る｡ 

 当社は、当社取締役会が別に定める日において、非適格者以外の者が有する新株

予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の新株予約権の

全てを取得し、これと引換えに、新株予約権１個につきその対象となる株式数の当

社株式を交付することができるものとする｡ 

 その他の取得条項の詳細については、当社取締役会において別途定めるものとす

る｡ 

10．新株予約権証券 

 新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとする｡ 

 

（注１）「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る

株券等保有割合が20%以上である者、または、これに該当することとなると当社取締

役会が認める者をいう｡ただし、その者が当社の株券等を取得･保有することが当社グ

ループの企業価値ひいては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その

他新株予約権無償割当ての決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当

しないこととする｡ 

（注２）「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等（金融商品

取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいい、以下本脚注において同じ｡）の買

付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これ

に準ずるものとして金融商品取引法施行令第７条第１項に定める場合を含む｡）に係

る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等の所有割合と合計して20%

以上となる者、またはこれに該当することとなると当社取締役会が認める者をいう｡

ただし、その者が当社の株券等を取得･保有することが当社グループの企業価値ひい

ては株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他新株予約権無償割当

ての決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととする｡ 

（注３）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはそ

の者と共同の支配下にある者（当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含む｡）、

またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいう｡なお、「支

配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場合」（会社

法施行規則第３条第３項）をいう｡ 

以 上 
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                                                                                                        別紙３ 

独立委員会規則の概要 

 

１．独立委員会（本別紙において以下、「委員会」といいます｡）は、当社取締役会

の決議により設置される｡ 

２．委員会の委員は、３名以上５名以下とし、当社の業務執行を行う経営陣から独

立している当社の社外取締役または社外有識者の中から、当社取締役会が選任

する｡ 

３．委員の任期は、選任のときから３年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとする｡ただし、当社取締役会の決議に

より別段の定めをした場合はこの限りではない｡ 

４．委員会は、大規模買付者が提供する情報が十分なものであるか、大規模買付者

が大規模買付ルールを遵守しているか、大規模買付対抗措置の発動要件を具備

しているか、具体的な大規模買付対抗措置の内容が相当であるか、その他当社

取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が委員会に諮問した事項およ

び委員会が当社取締役会に勧告すべきと考える事項等について検討･評価のう

え、委員会として決定を行い、その理由を付して取締役会に対して勧告する｡ 

委員会は、当社取締役会に対する勧告の前提として、大規模買付者に対する追

加的な情報提供の要求、大規模買付行為の提案があった事実の公表、大規模買

付行為に関する条件についての大規模買付者との交渉等を、当社取締役会に要

請することができる｡ 

５．委員会の決議は、原則として、委員全員が出席し、その過半数をもってこれを

行う｡ただし、委員のいずれかに事故があるときその他やむを得ない事由があ

るときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うことができ

る｡ 

６．委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、従業員その他委員会が

必要と認める者に対して説明を求めることができる｡ 

７．委員会は、当社の費用で、業務執行を行う経営陣から独立した第三者（ファイ

ナンシャル･アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、

その他の専門家を含む｡）の助言を得ることができる。 

以 上 
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別紙４ 

独立委員会委員の略歴 

 

独立委員会の委員は、以下の３名とする予定です｡ 
 

北之園 雅章（きたのその まさゆき:1959年８月24日生） 

【略歴】 

1988年  ４月  弁護士登録 

             ４月  松尾綜合法律事務所入所 

1997年  ６月  当社監査役 

2003年  ５月  東京あおい法律事務所代表 

2009年 11月  桜川綜合法律事務所弁護士 

2017年  ６月  当社取締役（監査等委員）（現） 

2022年  ９月  桜川協和法律事務所弁護士（現） 

北之園雅章氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です｡なお、同氏と当社との

間に特別の利害関係はありません｡ 
 

井村 一明（いむら かずあき:1956年11月１日生） 

【略歴】 

2016年  ７月  金沢国税局徴収部長 

2017年  ７月  金沢国税局退職 

2017年  ８月  税理士登録 

2017年  ８月  井村一明税理士事務所所長（現） 

2020年  ６月  中村留精密工業（株）監査役（現） 

2021年  ６月  当社取締役（監査等委員）（現） 

井村一明氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です｡なお、同氏と当社との間

に特別の利害関係はありません｡ 
 

坪川 貞子（つぼかわ さだこ: 1962年５月２日生） 

【略歴】 

1989年12月 社会保険労務士登録 開業 

1990年２月 行政書士登録 開業 

2012年１月 社会保険労務士法人坪川事務所代表社員（現） 

2015年９月 行政書士法人坪川事務所代表社員（現） 

2023年６月 当社取締役（監査等委員） 

2025年６月 当社取締役（現） 

坪川貞子氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です｡なお、同氏と当社との間

に特別の利害関係はありません｡ 

 

以 上 


